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～ 緊急少子化対策　平成21年10月から平成23年3月末までの暫定措置 ～

出産育児一時金が変わります

※ 年齢は離職日における年齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※ 賃金日額＝（賞与や特別の賃金等を除く6か月の給与総額）÷180
※ 基本手当日額の最低額　1,648円→1,640円
※ 平成21年8月1日より適用　
※ 高年齢雇用継続給付の支給限度額も変更　337,343円→335,316円　

※資料出所　　厚生労働省HP　http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html

平成21年10月1日以降の出産を対象に、出産育児一時金等の医療機関への直接払制度が始ま
ります。これによって出産費用を一旦窓口で支払うことなく、出産できるようになります。

明細書に記載されている出産費用
が42万円より安い場合の差額や
付加給付がある場合の支給申請
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①  支給額の引き上げ　38万円　→　42万円

産科医療補償制度に加入しない病院等の場合は、引き上げ後39万円となります。

②  出産費用の医療機関等への直接払制度の利用
直接払いを希望しない場合、海外で出産した場合などは現行制度を利用できます。

出産費用が出産育児一時金の支給額（原則42万円）の範囲内であった場合は、その差

額分を後日、医療保険者に請求することができます。また、出産費用が一時金の上限

を超える場合は、超えた額を退院時に支払うことになります。
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